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体操服での登下校について（お知らせ）  

 

 

向暑の候、平素は、本校の教育活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼

申し上げます。 

さて、近年の夏季は真夏日、猛暑日が続いております。本日、生徒が下校する

時間帯の暑さ指数(ＷＢＧＴ)は厳重警戒の数値でした。生徒の安全を守るため、

熱中症対策として、明日から体操服での登下校も可とします。必ずしも体操服で

登下校しなければならないというわけではなく、従来通り制服での登下校も可

能です。 

つきましては、【体操服登下校のルール】を守ることを併せてお伝えください。

ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。 

 

 

【体操服登下校のルール】 

・登下校時に特別に許可する衣服は体操服のみとする。 

・上下でそろえる。 

   例えば、上は制服、下は体操服というのは認めない。 

・制服は、盗難・紛失を防ぐために持ち帰る。 

・体操服で登校した場合、朝礼開始時までに必ず制服に着替える。 

 


